
１． はじめに 

1.1．研究の目的と方法 

 本稿は、2010年 7月 31日に韓国の歴史的集落とし

て初めて世界遺産に指定された河
ハ

回
フェ

村（慶尚北道安東市）

を対象とする歴史的集落環境に関する研究である。 

本研究では、歴史的集落環境の景観保全は、文化財保

護法だけでなく他の土地利用関連法、地域計画関連法と

も関連した総合的な景観保全の法体系の整備が重要であ

ること、地域住民の生活が景観の保全と密接に関係して

いるという認識が景観の特質の保全や管理において重要

であるという視点から研究を進めている。このような着

眼点から本研究では「一体的景観保全」という言葉を用

いている。 

前報 1）注１）では、上記の前者の視点から、歴史的環境

保護制度からみた韓国世界遺産・河回村の景観保全につ

いて報告した。本稿では、後者の視点から、歴史的集落

の住民の生活との関連から河回村の景観保全について考

察する。特に、本稿では「居住」と「生業」面から、住

民の生活実態を把握し、歴史的集落環境の景観の保全・ 

 

 

 

管理・活用の仕組みについて考察する。 

 具体的には以下の 2つの課題を設定して研究を進める。 

① 河回村住民の「居住」・「生業」の実態を明らかにし、

村の住民の居住・生業がどのように景観保全と関係

しているのかを明らかにする。  

② また、河回村の「観光化に対する対応」・「農業（経

済）振興に対する対応」について考察する。 

研究の方法は、以下の通りである。 

まず、河回村の里長（日本の村長に相当）へのヒアリ

ングから入手した各世帯主の年齢・職業・農地の有無（面

積）および各世帯の居住人数・居住動向・住宅現況など

具体的なデータを利用して分析する。 
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写真 1 2012年 5月に撮影した河回村のパノラマ写真 



次に、「河回村総合整備計画調査報告書 11）」・「安東河

回観光地造成計画報告書 13)」や「河回村世界遺産登録申

請資料 14)」などの行政資料を用いて分析を行う。 

1.2．既往研究からみた本研究の位置づけ 

 韓国におけるこれまでの河回村の関連研究では、1980

年代までは集落の立地・風水・民家の特徴及び空間構成

分析などの研究が主流であった。 

1990年代からは、金純一の研究「歴史的環境の保存に

関する研究、1993年（韓国建築史学会・参考文献 2）」で

は点的保存の文化財保存から面的保存である歴史的環境

の保存への方向転換や文化財概念の拡大がみられた。

1994年の姜東辰の「韓国伝統マウル保全方法論に関する

研究（韓国造園学会・参考文献 3）」では、国家政策およ

び制度・住民の価値観・社会的状況・地方自治団体の能

力や意志・集落の物理的状況などを設定し、それらの相

関関係をひとつの保全体系として丁寧に整理している。

また、姜の 2001年「持続可能な伝統的集落の維持と管理

方法論の開発 －韓国と日本の比較研究－（韓国造園学

会・参考文献 4）」では、歴史的集落を対象とした「持続

可能」の発想が現れたことや日韓の比較研究を進めてい

る。さらに、姜の 2011年「良洞村の世界文化遺産登載以

降の変化分析による住民自力型保全体系定立（韓国都市

計画学会・参考文献 6）」では、世界遺産登録以降の良洞

村で発生している観光化現象に対する対応の方向性を把

握した点・住民自力型保全体系の基本原理と原則を住民

中心に行っている点が韓国の都市計画分野で評価されて

いる。 

日本の研究では、孫鏞勳の研究（日本造園学会・参考

文献 8）のような河回村を含んだ周辺農地までの面的広

がりを保護対象として位置づけ、他の文化財保護と同様

の管理の考え方で歴史的景観の管理に適用している点に

ついて整理しているが、日本では本研究での「総合的な

景観の実態と歴史的環境保護制度の相互関係」について

は不十分であると考える。韓国の研究者である姜東辰 5)6)

も本研究のような住民の「居住（生活）」や「生業」との

密接な変化を考慮した景観保全の方向性を導き出そうと

している点については遣り残しがあると考える。 

本研究は、景観保全を中心としているが、建物や文化

財のような物的景観（1 次的景観）だけを保全するので

はなく、景観を含む周辺の環境・産業（2 次的景観）が

有機的に連携し、一体的に捉えた仕組みによって景観を

保全する総合的な景観保全の仕組みに着目している点が

特徴である。 

２． 河回村住民の居住と生業の実態 

 本章では、2012年 5・11月・2013年 4月に河回村の現

写真 2 河回村の「空家」の実態（2013年 4月撮影） 

写真 3 河回村の収穫後の農地（2011年 11月撮影） 

写真 4  河回村の景観農業の実態 2010年 5月撮影 

（図 1の A．蓮華団地の写真） 



地調査で河回村の里長との 3回のヒアリン

グ内容に基づいて、河回村各世帯の「①居

住者属性(世帯主・年齢・性別)」、「②職業・

生業(民宿・商業・農業(農地の有無・面積))」、

「③居住の実態(居住の有無・居住人数・居

住地域)」、「④住宅情報(屋根材料・建築構

造・保存状態)」から河回村住民の「居住」・

「生業」の実態を明らかにした上でそれが

どのように景観保全と関係しているのかを

明らかにする。 

2.1．居住の実態 

 世界遺産歴史的集落・河回村に、常に住

み続けている「居住」と転居などによる「空

家」のような 2パターンだけでなく、親戚

や知人の管理及び居住によって「なんらか

の形」で居住を維持しているという「多様

な居住スタイル」が存在し、歴史的集落の

景観保全に結びつくという視点から分析を

行う（表 2）。 

その際、河回村住民の居住にはどのよう

な特徴がみられるのか。河回村の事情に詳

しい河回村の里長および河回村保存会事務

長に対して、河回村住民の電話帳を利用し

て 1世帯ごとに居住者属性及び居住実態の

ヒアリング調査を行った。 

 河回村全世帯の「世帯主」の平均年齢は

約 70歳であり、1世帯あたりの家族人数は

約 1.8人である。表 1に「世帯主の年齢」

と「家族人数」の関係を示した。ここから、

「65歳以上から 74歳以下」と「75歳以上」

の世帯主が多いことや 2 人以下の世帯が

87％（97世帯/112世帯）であり大多数を占

めていることが分かる。 

また、2013年 4月に自治組織である河回

村保存会の事務長へのヒアリングより、実

際に河回村内に居住している住民は 150人

であり、65歳以上は 86人、20歳以下は 10

人（中学生 3人・小学生 4人・幼稚園児

3名）であるなど現在（2013年）の住民

登録上の人口（257 人）と差があること

が分かった。 

さらに、河回村の居住スタイルは世帯

主が河回村に「常時居住」しているケー

表 3 河回村住民による農業の実態 

※出典：安東太極圏域農村マウル総合開発事業基本計画書（2009） 

※出典： 河回村住民の電話帳に基づいて里長からのヒアリングより作成 

住宅情報の保存状態は、韓国文化財庁が「変形」・「維持」程度により A・B・C

等級に分類したものである 

表 2 現在の河回村の居住実態「なんらかの形」で維持するパターン 

表 1 河回村全世帯における世帯主の年齢と家族人数（2013年） 

※出典：2013年 4月に河回村の里長からのヒアリングより作成 



スが 70世帯、「なんらかの形」で維持しているケースが

28世帯（入院：5世帯、親戚や知人に貸与：16世帯、週

末のみ居住：5世帯、家の修理：2世帯 ）である。また、

空家（写真 2）は 14軒存在しており、空家の位置は図 1

（△の部分）に示している。 

世帯主が常時居住しているケース(70 世帯)を除く、

「なんらかの形(28世帯)」で維持している場合は(表 2)、

世帯主が主に大都市であるソウルや大邱市に居住してい

る。その場合の住民の対応として、親戚や縁故(知人)に

貸し、代わりに家や庭の掃除及び管理を行う仕組みがあ

る。その内訳は、親戚に 7世帯、知人に 5世帯である。

また、河回村内に居住しつつ河回村内の他の家を管理す

る世帯が 4世帯ある。さらに、河回村に家を所有してい

てソウルなどの他地域に居住している場合、週末に河回

村に帰って自ら家の管理する場合（5 世帯）があるなど

「多様な居住スタイル」があることが分かった。 

このように、入院（5世帯）及び家の修理（2世帯）な

どのやむをえない場合を除く 21世帯は、週末に自ら（5

世帯）・代わりに管理・居住（16 世帯）する仕組みにな

っており、世帯主が居住していない場合にも空家になり

景観が乱されることなく、歴史的集落景観の維持に繋が

っていることが分かった。 

 さらに、「河回村世界遺産登録申請資料 14）」の「付録 2

編：保全と管理計画（P101～P107）」によると、2009 年

の河回村の「空家」現況は 21軒である。現在（2013年 4

月）14件であり、世界遺産登録（2010年 7月 31日） 以

降、空家の数は減少する傾向がみられた。2012 年 11 月

に河回村の住民組織である「河回村保存会」の事務長へ

のヒアリングより、空家は河回村住民（柳氏）が所有注 2)

しており、国や市などの所有は数少ない状況である。ま

た、「空家」を新たに活用する転用の実態はないことが分

かった。しかし、空家が 14件存在することは、これから

の集落景観を維持する上で空家の活用・転用などが重要

な課題となる。 

2.2. 生業の実態 

○農業 

 本節では河回村住民の農業の実態を分析する。河回村

住民の電話帳を用いて、河回村里長から全世帯の農地の

有無と実際の農業実態及び作物の種類・稲作規模をヒア

リングにより入手した。 

 韓国文化財庁により作成された行政資料「河回村世界

遺産登録申請資料 14)」によると、河回村文化財保護区域

図 1 河回村における「土地利用」および「居住と生業」の実態（2013年 4月現地調査より作成） 



内の国・個人の農地（水田）所有面積の状況は、住民が

293,257m2（96.9％）・国が 9,362m2（3.1％）であり、主

に住民の所有であることが分かった。 

里長へのヒアリングでは、農地を所有している世帯は

15 世帯であり、実際農業を行っている世帯は 13 世帯で

ある。農地を所有しているものの農業を行っていない 2

世帯は農地を河回村の住民に貸している。また、15世帯

の内、14世帯は「水田（稲作）」であり、1世帯は「畑」

を所有している。 

 農地を所有する各世帯の農地の規模を調査した(表 3)。

韓国の農地の単位は「マジギ（日本の斗に相当する）」で

あり、1マジギは約 200坪（660m2）である。水田を所有

する 14世帯の内、農地規模不明の 1世帯を除いた 13世

帯の平均は約 17斗（3400坪・11,220m2）であり、約 1ha

以上の農業を行っていることが分かった。 

また、農地を所有している世帯の河回村内の居住場所

をみると集落内の中心地では無く、中心地から離れた所

に位置している。その理由として、農地に隣接している

ことや農機具・トラックを利用する世帯が多く利便性を

高めるためだと解釈できる（図 1の○で示している）。 

2011 年 12 月に安東市農業政策課の担当者へのヒアリ

ングから、河回村のための特別な農業政策は行っておら

ず、一般の農村と同じ扱いをしていることが分かった。

しかし、写真 4をみると景観農業が行われている。これ

は河回村保存会が主体となって、河回村の住民の土地（水

田）を借りて集落の入口に約１ha規模の蓮華団地を運営

している（表 3）。 

また、安東市農業技術センターのホームページの農業

現況では、河回村は 2004 年から現在に至るまで無農薬

認定を獲得しており農薬を使わない「環境に優しい米」

をテーマに特産品（米）を販売している。これらの農業

は河回村の住民が自らつくった「営農会（ムルドリ注 3）

雀目班）」によって行われているなど、歴史的集落内でこ

れほどの農業を行い、現在に至るまで継続されているこ

とは評価すべき点であると考える。 

○観光（民宿） 

世界遺産登録前(2009年 9月)に行った河回村の現地調

査での土地利用の実態と2013年4月の現地調査の比較よ

り「民宿の増加」が挙げられる。2009年 9月の土地利用

図「民宿の実態（図 2）」をみると、民宿は 14 世帯であ

ったが 2013 年 4 月の河回村の現地調査では、40 世帯に

まで増加していることが図 1をみると分かる。 

表 4は、1999年４月のエリザベス女王の河回村訪問に

より、海外・国内の注目を集め、観光客数は 1,104,920

人に及んだ。これは前年度（1998年）の観光客数 374,391

人を大きく上回ることより河回村が観光地として大きな

展開になったと言える。 

さらに、2009年の観光客数が 775,396人であったもの

図 3 河回村の民宿の活用実態（里長の家） 

※出典：世界遺産登録申請資料（2009）より 

写真 5 河回村民家のハナレを活用した外観と内部の写真 

（2013年 4月撮影） 

図 2 2009年 9月に現地調査に基づいた河回村の土地利用 

（民宿の実態） 



の 2010年 7月 31日に「世界遺産」に登録されたことを

きっかけに、2010年の観光客数は 1,088,612人にまで増

加しており、世界遺産登録以降は約 100万人の観光客が

訪れている。 

これらの理由から世界遺産としての観光化に伴う住民

の期待感が高まり、都市化の影響からもともと家族及び

客が居住・宿泊していたハナレを改造して、「民宿」とし

て活用する仕組みに変化していることが分かった。また、

牛小屋などを改造して現代的なトイレや倉庫として活用

している（図 3・写真 5）。 

○商業 

 河回村の商業の実態として、現在（2013年 4月）河回

村内に商店（お土産屋）が 5軒存在しており（写真 6）、

2009年の現地調査での商店 4軒と大きな差はない。その

理由として、金弘己の研究「文化財指定以降の歴史的集

落の保存方針の変遷と景観変容に関する研究 7）」では、

1984年 1月に国指定文化財（重要民俗資料 122号）指定

以前から存在していた河回タル（仮面）を扱うお土産店

のみが現在まで残されていることが記述されている。ま

た、2008年 3月に行った金の河回村現地調査では、集落

内で運営されていた 13軒の食堂が 2008年 6月以降、集

落外に造成された集団施設地区である「安東河回観光地

（図 4･5、写真 6）」に移転された。 

 2013年 4月に行った里長へのヒアリング調査では、そ

の安東河回観光地に移転し、現在食堂を運営している世

帯を図に示してもらった。図 1の中に表記された「□」

印であり、河回村内に散在していた原形に違反する建物

物や観光客の車・駐車場及び商業施設（食堂・店舗）な

どの現代的要素を移転・撤去したことによって集落の歴

史的景観が守られたと考える。 

 

３． 観光化・農業振興に対する対応 

 本章では、歴史的集落を維持・管理する上で観光的側面

（民宿・商店）をどのように活用するかが大きな課題で

ある。また、農業振興によってどのように農地景観が 守

られているかを明らかにする。 

3.1. 観光化に対する対応 

歴史的集落における観光化は、歴史的景観・資源を活

用して地域振興・活性化に役立てる発想と同時に、地域

振興に伴う弊害が生じる。その弊害とは、観光的要素で

あり、商店・土産物売り場・商業施設や民宿などの宿泊

施設・観光案内所などの要素である。従がって景観保全

に対する対応が必要であると考える。 

表 4 河回村の観光客数（単位：人） 

 ※出典：河回村管理事務所 2013年 4月現在 

表 5 観光施設造成の事業対象と推進方向 

 内容 

○事業対象 ・観光地造成、駐車場新設および整備、集落内環境お

よび造園整備など 

○推進方向 ・伝統文化体験集落造成のために必要な商店街、駐車

場などは外部に造成、集落内は原型を維持 

・施設造成時、集落景観と歴史的集落の雰囲気を壊さ

ない方案を講じる 

※出典：集落内施設設置基準（2004.3.2）適用 

表 6 安東河回観光地造成計画の推進過程 

日程 内容 特徴 

2000.05.22 ・圏域別観光開発計画の変更（区域調整

及び面積縮小：0.3km2→0.184km2） 

 

○地区決

定および

都市計画

地域に変

更、「観光

地」に決定 

2000.10.12 ・国土利用計画変更の決定（慶尚北道（日

本の県レベル）、準農林地域→準都市地域

（施設用地地区）：0.184km2） 

2001.03.08 ・観光地に指定（面積：0.184km2） 

2002.07.09 ・文化財現状変更許可申請の回信（文化

財庁→慶尚北道） 

2002.10.22 ・災害影響評価協議（慶尚北道、面積：

0.184km2） 

 

○災害・交

通・開発の

協議およ

び環境性

の検討な

ど 

2002.11.30 ・交通影響評価審議議決（慶尚北道、面

積：0.184km2） 

2003.02.05 ・開発計画変更決定告示（安東市、面積：

0.184km2） 

2003.03.26 ・事前環境性検討協議（大邱市地方環境

庁、面積：0.184km2） 

2003.10.30 ・「安東河回観光地」基盤造成事業実施設

計完了 

○観光地

の設計か

ら工事完

了までの

段階 

2005.04.20 ・「安東河回観光地」基盤造成事業の国家

文化財現状変更許可（文化財庁） 

2006.12.31 ・「安東河回観光地」基盤造成事業の完了 

2009.01.19 ・「安東河回観光地」造成計画の変更 ○修正段

階 

※出典：安東河回観光地造成計画報告書を修正・加筆 

世界遺産登録に関して、河回村内の商業施設（商店・

飲食店）及び駐車場のような現代的要素をどのように解

決するかが大きな問題であった。世界遺産登録以降、ど

のように対応して、かつその地域の活性化にどうやって

結びつけていくか、地域計画的な視点で世界遺産を維

区分 内国人 外国人 計 

1998 369,443 5,488 374,391 

1999 1,086,586 15,334 1,104,920 

2000 833,099 9,253 842,352 

2001 814,040 11,360 825,400 

2002 884,121 15,180 899,301 

2003 834,974 15,249 850,223 

2004 734,756 16,787 751,543 

2005 815,528 15,465 830,993 

2006 744,432 16,431 760,863 

2007 759,118 23,539 782,657 

2008 735,969 37,795 773,764 

2009 734,822 40,574 775,396 

2010 1,042,937 45,675 1,088,612 

2011 983,705 43,700 1,027,405 

2012 903,022 59,374 962,396 



持・活用していくかことが求められてきた。その現状に

ついて、この節で考察する。 

河回村の観光的要素を活用するための計画が立てられ

た。それが 2001年、安東市による「河回村総合整備計画

調査報告書 11）」8 章（事業計画）の 5 節に「観光便宜施

設」という内容が記述されており、河回村と約 1kmはな

れた敷地に商店街・駐車場・展示施設・宿泊施設などを

建設する「安東河回観光地造成計画」が立てられた。ま

た、2004年に文化財庁による「民俗村の保存・活用及び

総合整備細部実践計 12）」では、前回の報告書より具体的

な対象・基準・推進方向が定められた（表 5）。 

 安東河回観光地造成計画は表 6の推進過程を経て、具

体的な事業内容は、安東市の儒教文化開発事業団によっ

て 2000 年～2009 年まで行われた。同計画は河回村の観

光地化による歴史的景観の破壊を防ぎ、歴史的景観の管

理及び観光による地域活性化を実現するために河回村の 

入口から約 1km はなれた位置に新たな観光拠点を開発

したものである（図 4）。  

3.2.農業振興に対する対応 

また、農業を維持・継続することによって農村景観が

維持される視点がある（直接保護でなく間接的な保護）。

農村景観の対象は、農地・山林・緑・水があって、それ

らを保護するためには、土地を利用すると同時に産業振

興をすることによって保全するやり方である。 

19 世紀以前（朝鮮時代）は、水田・畑の規模（面積）

が集落の大きさ（戸数）を規定し、景観形成に寄与して

きたが、現在は農業が主な産業ではなくなっている。ま

た、景観形成の決定的な要素として作用されてない。し

かし、農業収入の減少が空家及び人口減少に影響を及ぼ

しているなど農業に従事してきたことによって農村景観

が維持されたと考える。 

さらに、安東太極圏域農村マウル総合開発事業注 4)予備

妥当性報告書（2009）によると、その営農会は河回里 7

農家と周辺集落である広徳里 6 農家、総 13 農家によっ

て構成され、共同で運営されている。これらの内容から

河回村だけでなく周辺集落との紐帯感及び景観に対する

住民の関心が見られた。 

 

４． まとめ 

本研究の知見を以下に示し、まとめとしたい。 

まず、河回村の 112 世帯の内、「常時居住（70 世帯）」・

「なんらかの形で維持（28 世帯）」・「空家（14 世帯）」

に分類した。その「なんらかの形で維持」している世帯

は、親戚・知人に貸す「貸与（16 世帯）」や他地域に居

住しながら「週末帰省し、自ら管理（5 世帯）」する世帯

や「入院（5 世帯）」・「家の修理（2 世帯）」などに分け

ることができた。このように「多様な居住スタイル」か

図 5 「安東河回観光地」の利用実態 

※出典： 安東市、安東河回観光地造成計画（変形）報告書 

（2009年 1月）より 

図 4 「安東河回観光地」の位置 

写真 6 「河回村観光地」の写真 (2011年 11月撮影) 



ら、世帯主が居住していない場合にも空家になり景観が

乱されることなく、歴史的集落景観の維持に繋がってい

ることが分かった。また、世界遺産登録以前と比較して

空家は減少（2009年：21件⇒2013年：14件）している

ものの今後、空家の維持・活用が重要な課題である。 

次に、河回村住民の生業の実態として、15 世帯が農地

を所有している。その内、14 世帯が農業（稲作）を行っ

ており、1 世帯平均約 1ha 以上の農業を行っている。ま

た、自ら営農会を組織し、特産品（環境にやさしい米）

を 2004 年から販売しているシステムで農業が継続され

ていることや住民の自治組織である「河回村保存会」に

より景観農業（蓮華団地）のような活動を行っているな

ど景観への意識があり、このような活動を行っているこ

とは評価できる。さらに、世界遺産登録以降、生活の要

求に伴い「民宿の増加（2009 年：14 世帯⇒2013 年：40

世帯）」がみられると同時に、既存のハナレや牛小屋を民

宿や現代的なトイレに転用していることが分かった。 

また、2008 年以降に河回村内に散在していた観光客の

ための駐車場や食堂（13 軒）などの観光的要素や原形に

違反する建築物を「安東河回観光地造成計画（2000～

2009）」により、河回村から約 1km はなれた安東河回観

光地に移転・撤去したことから現代的要素の空間的分離

が行われた。さらに、安東河回観光地計画は観光客相手

に商売をする住民のために生計維持の場を設けたことに

も繋がっているなど、歴史的集落の「景観保全」や「観

光化に対する対応」として大きな役割を果たしているこ

とが分かった。このように、河回村の歴史的集落環境と

住民の生活（居住・生業）が密接に関係しており、「農業

振興」と「観光振興」が歴史的集落の景観保全に対する

重要なファクターであることが明らかになった。 

今後の研究では、多様な居住スタイルによる管理・居

住の仕組みに対しての維持管理負担などの「具体的な取

り決め事項」や観光地化や圃場整備及び営農によるトレ

ードオフなどの「マイナス要因」の検討が大きな課題で

ある。 

注 

注1) 2012 年度住宅系報告会論文「歴史的環境保護制度からみた韓国世

界遺産・河回村の景観保全に関する考察」のⅢ章 1 節 1－2 の「地

方自治団体の文化財保護条例による景観保全」では、“安東市では、

韓国の文化財保護法第 43・44 条の規定により「安東市河回村観覧

料徴収条例（1995 年制定）」から観覧料（入場料）の 40%が補償金

として住民の組織である「河回村保存会」に支給され、収益金は観

光客に家を開放した世帯に配分される仕組みを持ち、建物の改修な

どに使われている”など「公的支援」の内容が記述されている。 

注2) 「河回村世界遺産登録申請資料（2009）」では、河回村文化財保護

区域の中で住居用途の土地は 147,958m2であり、その内、住民所有

は 145,816m2（98.56%）・国所有は 2,142m2（1.44％）であることを

示している。 

注3) ムルドリは河回の純粋な韓国語の読み方、河が回ると言う意味 

注4) 農村マウル総合開発事業とは、韓国の農林部（日本の農林水産省）

が一般農村の自立基盤を構築し、活性化の方向を模索するために、

2004 年から 2017 年まで全国に約 1000 箇所を目標として推進する

事業。事業圏域に指定されると約 70 億ウォン（約 6 億円）が支援

される。主要な内容は、地域に散在する資源を発掘・活用し、地域

の実情に適用した農村マウルの景観改善、生活環境整備、所得基盤

の拡充、地域社会維持のため、人口誘致および地域革新のための地

域力量強化などの総合整備を行う事業。また、太極圏域は河回村（河

回 1里）・河回 2里・広徳里の 3集落によって構成されている。 
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